
                                          

  

津波被災地の復興における内陸自治体からの支援                                    

− 岩手県盛岡市の事例 − 
   都市・地域デザイン研究室 石川莉紗 （指導 三宅諭） 
      
      
      

 
１．はじめに 

東日本大震災からの復旧復興過程において、被害の少

なかった内陸部からの支援の重要性が再認識されること

となった。特に広域的な津波被害では各自治体の拠点や

交通ネットワークも機能不全に陥る状況もあり、内陸部

からの物的、人的支援が期待され、各自治体や団体によ

る支援が積極的に行われた。しかし、経験したことのな

い災害において各団体等が独自に支援活動を行ってきた

ため、今後予想される様々な災害復旧・復興に対して、

知見が体系的に整理されていない状況にある。 
本研究は、内陸部から直接的間接的に支援した取り組

みを、復旧・復興のステージに応じて整理し、各段階に

おける成果と課題を抽出することで、今後の災害発生時

の他地域からの復旧復興支援のあり方を提示することを

目的としている。 
 
２．研究方法 

被災地以外の自治体はそれぞれ支援を行っており、全

部を網羅するのは困難であるため、中核市である盛岡市

の支援データを分析し、内陸からの支援内容を検証する。 
具体的には、盛岡市が連携してきた“もりおか復興支

援センター”でデータ収集を行い、センターが行った直

接支援と間接支援、市からの委託で行った支援と独自で

行った支援、支援体制、人員措置の方法と現場で生じた

課題を整理し、復興支援センターの意義と課題を明らか

にする。また、盛岡市が被災自治体へ派遣した応援職員

を対象に行ったワークショップ結果を基に、派遣先自治

体で感じた限界と課題、派遣元で対応すべき内容を明ら

かにする。 
 
３．盛岡市ともりおか復興連携センターの関係 

3-1 もりおか復興連携センターの設立 

盛岡市は発災直後から沿岸自治体の復旧支援として

応援職員を派遣している。2011 年 4 月に復興推進部を

新設し、7 月にはもりおか復興支援センターを開設し、

被災者支援業務を委託することで、盛岡市は被災自治体

の支援に集中することができた。 
もりおか復興支援センターを運営する一般社団法人

SAVE IWATE は 2011 年 3 月 13 日に設立された。当初は

災害ボランティア支援を行っていたが、盛岡市が復興支

援センターを設置するにあたり、その運営業務を受託し

ている。 
つまり、盛岡市は開設した復興支援センターの運営業

務を外部委託し、一般社団法人 SAVE IWATE が受託、運

営を担う体制となっている（図１）。 
3-2 復興連携センターの役割と変化 

復興支援業務を受託した復興連携センターは、被災者

からの相談に対応するために、行政書士等の様々な専門

機関と連携して相談会を開催し、被災者が専門的助言を

得られるような機会を創出した。また、盛岡から被災地

へのボランティア派遣も担った。平成 23 年度には約 700
名が登録されており、物資の仕分けやサロン運営、学習

支援などの活動支援を行っていた。 
設立当初からマニュアルを作成するとともに、ボラン

ティア活動参加時には講習を行っていた。しかし、被災

者との接し方に課題が見られたことと、トラブルが発生

したことから、2012 年度以降はサロン運営を中断し、

2016 年度以降に再開している。また、様々な活動に対し

ては、その都度注意事項を伝達するように変更している。 
さらに 2016 年度には盛岡市各課、社会福祉協議会等

が参加するもりおか被災者見守りネットワーク会議を立

ち上げ、2019 年には学校や地域包括支援センターも参加

するような活動へと展開している。 
 
４．盛岡市による被災自治体支援 

4-1 職員数の変化 

盛岡市が被災自治体へ派遣した職員数を図２にしめす。
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図１ 盛岡市と復興支援センターの関係および体制の変化 



                                          

  

平成 23 年度は緊急時であったために応援職員と派遣職

員が明確に区分されていない。 
応援職員数を見ると、応急給水・水道復旧、避難所運

営、健康相談等の延べ人数の多いことがわかる。特に避

難所運営、健康相談等は応援職員数に比べて延べ人数が

多いことから、特定の人材が長期または度々応援職員と

して派遣されていたことがわかる。それ以外の業務につ

いては応援職員数と延べ人数に差が無く、継続的な応援

よりは一時的な人手であったといえる。 
次に派遣職員の職種と人数の変化を図 3 に示す。 
平成 23 年度は土木職が一番多かったが、その後は次

第に減少し、平成 25 年度以降は大きな変化がないこと

がわかる。一方、事務職は平成 23 年度から次第に増え、

平成 27 年度以降ほぼ一定数であることがわかる。その

他の職種は少人数であり大きな変化があるとは言えない。 
つまり、災害発生直後は土木系専門職を必要とし、復

興計画に基づいて復興事業が着手された後は事務系職員

を必要とすることがうかがえる。他の建築職や保育士、

保健師はあまり派遣されていないことから、専門職の少

ない小規模自治体では必要とされる可能性が高いが、土

木職や事務職ほどではないことがうかがえる。 
4-2 業務内容の変化 

派遣職員が担当した業務内容の変化を図 4 にしめす。

網のかかっている業務は単年度業務で継続されていない
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図 4 派遣職員の主な業務 



                                          

  

ことを示す。また、赤い点線は復興に関連する業務を示

しており、横に繋がるほど継続性を示し、縦に繋がるほ

ど展開または関連業務が派生していることを示す。 
図から大船渡市、陸前高田市では継続性や関連性がほ

とんどみられないことがわかる。また、野田村の再生可

能エネルギー関連事業や大槌町の議会事務や監査など、

復興事業以外の業務で継続性が見られ、純粋に人手不足

であったことがうかがえる。 
復興事業関連を見ると、沿岸北部では高台住宅地や土

地区画整理事業、（復興）まちづくり計画などの面的整備

に関する業務が多いことがわかる。また、釜石市ではま

ちづくり協議会運営や総合計画など、山田町では公共施

設設計関連業務、野田村では区画整理や高台住宅地、田

野畑村では村道関連業務がみられる。さらに、宮古市で

は専門職と一般職が交互に派遣されているが、盛岡市か

らの派遣職員に対して継続的な支援を求めていたことが

うかがえる。つまり、長期にわたる土木事業を伴う復興

においては、面的整備事業およびそこから派生すると予

想される関連事業業務に派遣すると、継続的かつ横断的

事業が可能になることがうかがえる。 
一方、一定規模以上の自治体では技術職もそれなりに

いることから、継続的な事業よりは即時的な事業への人

手が求められることがうかがえる。陸前高田市の場合は、

犠牲になった職員も多く、大半が派遣職員であることが

影響しているとうかがえる。 
4-3 支援の課題 

盛岡市が応援および派遣職員対象に毎年行っている

WS 結果をもとに、派遣職員支援の課題を整理した（図

5）。具体的には、WS 結果をモノ、コト、カネ、ヒト、シ

クミ、情報、業務等に分類し、さらに、複数挙げられて

いる課題には◎をつけている。また、継続的に指摘され

ている課題は矢印で関連を示している。 
モノに関しては、震災直後は娯楽施設や商業施設のほ

とんどが流失したこともあり、支援先での生活に苦労し

たことがうかがえる。しかし、平成 25 年度以降は意見が

ほとんどないことから、仮設商店街の建設や新しい商業

施設の進出により課題が解決されていることがうかがえ

る。 
コトに関しては、イベントの必要性が指摘されている。

沿岸へのツアーも含めて支援の現場で感じる課題と実現

性を考慮したときに、イベントの継続的開催が重要な方

策となっていることがわかる。 
ヒトに関しては、初期から継続性や複数職員の派遣、

専門性のある職員が指摘されている。しかし、平成 27 年

度からは引継が課題として挙げられており、復興事業の

進行に伴い、盛岡市からの派遣の必要性が薄まり、人材

を育成して引き継ぐことが重要となってきていることが

わかる。さらに職員の派遣方法を含めたシクミに関して

平成 24 年度から継続的に指摘されており、被災市街地

以外の自治体からの支援において派遣のシクミを構築す

ることが重要であるといえる。 
その他の項目についても毎年指摘されているが、復興

計画、事業のビジョンが派遣職員に取って不明瞭であっ

たことがうかがえる。派遣職員が不明瞭と感じるという

ことは、住民にとっても不明瞭であると推測でき、外部

的視点がチェック機能を果たす可能性を有することもう

かがえた。 
以上より、他自治体からの支援の課題として、コトと
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図 5 派遣職員支援の課題 



                                          

  

ヒト、そしてヒトに関連するシクミの構築が重要である

ことが明らかになった。 
 
５．復興支援センターによる支援内容と変化 

5-1 予算の変化 

復興支援センターの平成 23 年度から令和元年度の予

算変化を図 6 に示す。平成 24 年度に大幅に増加し、その

後、平成 30 年度にピークを迎えていることがわかる。予

算の 8 割〜8 割 5 分は人件費であり、平成 24 年度に急激

に業務が拡大し、業務拡大に合わせて復興支援センター

も拡大することで復興支援を実現してきたことがわかる。 
次に業務別の予算変化を図 7 に示す。事業名が変更さ

れていても業務内容が同じ場合は同一の事業としてまと

めている。 
平成 27 年度までは被災者生活再建支援事業が基本で

あったが、平成 28 年度以降は住宅・再建相談支援や見守

り・相談支援が大半を占めていることがわかる。発災直

後の緊急期・復旧期から住宅再建の基盤整備が進められ

た復興創生期は避難所や仮設住宅、公営住宅等での生活

再建支援業務が拡大する時期であり、その対応が求めら

れていたといえる。基盤整備が整い始めた平成 28 年度

以降の復興再生期になると、住宅再建の相談や新しい居

住地における引きこもり防止などの見守りが重要になり、

関連してコミュニティ形成へと業務内容が展開している

といえる。 
5-2 業務内容の変化 

復興支援センターが受託した事業とその内容を整理し

た。事業名が変更されているが業務内容が同じまたは類

似、発展している事業の関連性を分析した。 
平成 27 年度までは被災者生活再建事業が大きく、そ

の他は物資の配送やボランティアの活動支援で寄与して

いたことがわかる。しかし、平成 28 年度以降はそれ以前

の事業が複数に関連して展開しており、事業が複雑化し

ていることがわかる。さらに事業をみると相談支援事業、

コミュニティ関連事業、交流促進事業、見守り関連事業

の４本柱へと変化しており、沿岸被災地だけでなく内陸

へ避難してきた人の支援へとシフトしていることもうか

がえる。 
つまり、復興支援センターの業務変化は沿岸支援から

内陸での自立支援へと重視すべき課題が変化しているこ

とを示している。 
 
６．おわりに 

本研究では、東日本大震災からの復興における盛岡市

の取り組みについて、他団体との体制、派遣職員の業務

内容を整理し、内陸自治体に求められる役割と課題とし

て次の点を明らかにした。 
復興支援センターを開設し、その運営を他団体に委託

することで行政として取り組むべき業務に専念すること

ができた。特に時間経過とともに支援内容が複雑化して

おり、復興支援センターがあることで対応できたといえ

る。また、派遣された職員の業務内容から単年度業務が

多くて継続性に課題が見られるものの、初期に専門職が

派遣されると計画策定から事業化まで継続的に関わり、

一般職への引継も見られた。言い換えるならば、中核市

規模の人的資源と経験が生かされているといえる。 
さらに、派遣された職員意見を分析し、派遣職員支援

に必要な事項を明らかにした。その結果、経年で専門職

の派遣が求められており、大規模な基盤整備の求められ

る復旧・復興の現場では専門職の派遣が重要で、引継を

可能とする複数派遣のしくみが必要であることがわかっ

た。特に派遣よりは人事交流という意見も多くみられ、

経験の重要性がうかがえた。 
以上より、緊急復旧期、基盤復興期、生業復興期、生

活復興期、再生まちづくり期と時間変化とともに支援体

制を変化させることが必要であり、それに合わせて専門

職から一般職への円滑な引継を行うことが重要であるこ

とを明らかにすることができた。 
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